
学校だより

第１４号 北山
「勇気を出して一歩踏み出す」

愛知県は、２月７日まで「緊急事態宣言」が発出され、県知事からもメッセージが公表されています。

学校生活では、４つの柱のうち「基本的な感染防止対策の徹底」を再度確認し、取り組んでいます。

○昼食時、食べているときは会話を行わない。食事後はマスクをし、マスクなしでの会話をしない。

○健康観察、手洗い、換気、マスク着用を再度意識し、徹底して行う。

＜家庭へのお願い＞

○規則正しい生活習慣を徹底し、朝の健康確認の徹底をお願いします。

（体調不良の際は登校しない・させないでください）

○不要不急の外出を避け、可能な限り速やかな帰宅をするようにしてください。

感染防止対策を徹底しながら、１月は、今年度初の学校公開を３時間に分けて行うことがで

きました。廊下からでしたが、直接参観していただくことができました。密にならない静かな

参観に、ご理解ご協力ありがとうございました。また、１月中旬には全校で縄跳びチャレンジ

を運動場で行うことができました。本番に向けて、各クラス各学年で、気持ちが盛り上がって

いきました。自分だけがよければいいのではなく、次に続く人、クラスのみんなのために、と

いう気持ちが芽生えて変わっていきました。縄跳びが得意な子ばかりでなく、苦手な子もいる

中で、励まし合い、ポジティブな声かけをし、集団として成長していくのがよく分かりました。

子どもたちは、よくがんばっています。我慢することも多い中で、工夫して乗り越えてきま

した。こうして培った子どもたちの力を学年末に向けて、真の力として定着させていきます。

勇気を出して一歩踏み出し、この学年でできるようになったことをさらにレベルアップする準

備を整えます。子どもたちがさらに大きく成長できるように、学校でも、精いっぱい努力して

いきます。温かい目で見守りいただけますよう、よろしくお願いいたします。

北山小学校長 永井 直美

大府市では、お子さんを小・中学校へ通学させるうえで、経済的にお困りの保護者の方に対して、学用

品費・学校給食費等を援助する事業を行っています。

援助を受けることができる方

（１）生活保護を受けている方

（２）次の基準のいずれかに該当する方で、生活保護に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた方

① 市民税の非課税、または減免世帯

② 個人事業税、または固定資産税の減免世帯

③ 国民年金の掛け金、または国民健康保険税の減免、もしくは徴収の猶予世帯

④ 児童扶養手当の受給世帯（児童手当とは異なります）

⑤ 生活保護法に基づく保護の停止、または廃止を受けた方

⑥ 生活福祉資金の貸付を受けた方

⑦ 失業対策事業適格者手帳を持っている、又は職業安定所登録日雇労働者の方

⑧ 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる方

⑨ その他（上記以外の場合）

※この制度についてのお問合せは各小中学校及び教育委員会学校教育課（℡：46-3332）まで

令 和 ３ 年 ２ 月 １ 日

大 府市 立北 山小学 校



４・５年生用にタブレットが整備されました。

個人用に貸与するので、責任をもって使うことができるように貸与

前に情報モラルの授業を行いました。

○大切に使いましょう。

・卒業するときに返却し、次の人が使います。

○アップロードする場合はよく考えよう。

・他人を傷つける使い方はしない。（一度アップしたものは広がり、

完全に消すことはできません）

・全く知らない人が見て、目的と違う使い方をして嫌な思いをすることがあります。

感染防止のために制限のある参観でしたが、無事に終えることができました。

３つのグループに分け、来校人数を減ら

して行いました。「児童との接触を行わな

いでください」とお願いをしましたが、

保護者の皆さまのご理解とご協力のおかげ

で無事に終えることができました。

児童との距離を保ち、静かに参観してい

ただいただけでなく、自ら廊下外の窓側から

離れて参観していただけたことは、保護者の方の心遣いだと思います。

ありがとうございました。

（廊下との境の窓を外し、教室への入室をしない形で行いました）

指導者の方に来ていただいて、６年生が２時間ずつ行いました。

字の形、一画一画の筆の運びに自分の思いをこめて書きました。

１月８日～２２日
みんなで取り組みました。

生き生きとした顔をたくさん
見ることができました。

情報モラル授業

参観の様子

15日ペアなわとび

22日長縄記録会

どのクラブにしようかな


